
出 席 停 止 通 知
令和 年 月 日

保護者 様

八街市立八街北小学校長

お子様の病気は、学校保健安全法第１９条に基づき、他の児童・生徒に感染する恐れが

ある期間は登校できないことになっています。

インフルエンザは、医師の診断による「治癒証明書」の提出が不要になりましたので、

登校再開の際には、以下の「インフルエンザ診断報告書」に保護者の方がご記入の上、学

校に提出してください。

１．出席停止者 年 組 氏名

２．出席停止理由 インフルエンザ

３．出席停止期間 月 日より （発症日 月 日）

（ 月 日までに解熱していれば 月 日から登校可能）

※発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日を経過するまで。

ただし、症状が長引く場合は再度医療機関を受診すること。

医師から特に指示を受けた場合はそれに従うこと。

き り と り

インフルエンザ診断報告書
八街市立八街北小学校長 様

出席停止期間を過ぎましたので、本日より登校させます。

なお、医師の診断や発熱の状況は次のとおりでした。

１ 診断年月日 令和 年 月 日

２ 医療機関名

３ 発熱の期間 月 日～ 月 日

４ 登校可能となった日 月 日

令和 年 月 日

年 組 氏名

保護者氏名 ○印

出席停止期間の考え方 ※発症した日、熱が下がった日の翌日が１日目となります。

発症日 発症後１日目 発症後２日目 発症後３日目 発症後４日目 発症後５日目 発症後６日目

発症日 発症後１日目 発症後２日目 発症後３日目 発症後４日目 発症後５日目 症後６日目 発症後７日目

例えば、発症後２日目に解熱した場合

例えば、発症後４日目に解熱した場合

発熱 発熱 解熱
解熱後

１日目

解熱後

２日目

発症後５日以内

のため登校不可

登校

可能

発熱 発熱 発熱 発熱 解熱
解熱後

１日目

解熱後

２日目

登校

可能


